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様式第１号（第３条関係） 



【協議会審議等内容】午後２時００分開会 

 

（近藤福祉管理課長） 

 皆様、こんにちは。定刻となりましたの

で、ただいまから令和５年度第４回足立区

地域保健福祉協議会を開催いたします。 

 本日はお忙しい中、またお足元がお悪い

中、ご出席くださいまして、誠にありがと

うございます。また、日頃から足立区の地

域福祉行政にご尽力いただきまして、厚く

御礼申し上げます。私は、本日の司会を務

めます福祉管理課長の近藤でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 開会に先立ちまして、皆様にいつもなが

らお願いがございます。携帯電話、スマー

トフォンにつきましては、電源をお切りい

ただくか、マナーモードの設定をお願いい

たします。また、会議の途中、休憩は設け

ずに進行いたしますので、もしお手洗いに

行きたい場合は、適宜行っていただいて構

いませんので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

 それでは、お手元の資料の確認を行いま

す。事前にお送りしました資料は、クリッ

プ留めをしております次第及び会議資料、

協議会委員名簿、報告事項２別添資料 足

立区学童保育室整備計画（案）、報告事項

３別添資料 足立区地域保健福祉計画

（案）、報告事項４別添資料 足立区障が

い者計画・第７期障がい福祉計画・第３期

障がい児福祉計画（案）、報告事項８別添

資料 足立区待機児童解消アクション・プ

ラン、情報連絡２別添資料 足立区の高齢

者孤立死データ分析結果、情報連絡６別添

資料 足立区第３期データヘルス計画・第

４期特定健康診査等実施計画、情報連絡７

別添資料 健康あだち 21（第三次）行動計

画、情報連絡 10別添資料 足立区感染症予

防計画（案）。以上 10点でございます。 

 また、本日席上に配付しております資料

としまして、報告事項７ 特定教育・保育

施設（私立幼稚園）の利用定員の確認につ

いて、です。お手元にございますでしょう

か。不足している場合は事務局に用意がご

ざいますので、挙手にてお知らせいただけ

ればと思います。 

 また、質問表をお持ちの方で、まだご提

出されていない方がいらっしゃいました

ら、挙手にてお申し付けください。こちら

もよろしいでしょうか。 

 それでは、協議会を進めます。 

 本協議会は、足立区地域保健福祉推進協

議会条例第６条第２項によりまして、過半

数の委員の出席により成立いたします。本

日は委員全 50名中、39名の出席をいただ

いておりますので、協議会は成立している

ことをご報告申し上げます。 

 それでは、菱沼会長、議事の進行をお願

いいたします。 

（菱沼会長） 

 それでは、ただいまから令和５年度第４

回足立区地域保健福祉推進協議会を始めた

いと思います。今回は、非常に資料が多く

なっております。いろいろな計画、そして

貴重な分析結果、頂いているところです。

ここに至るまで、まず区の職員の方々、多

くの方、ご尽力くださったこと感謝申し上

げたいと思っています。 

 また、それぞれの計画には、策定委員の

の皆様方、そして、その他の区民の方々も

かなりご協力くださったことと思います。

そのことにも感謝申し上げたいと思いま

す。皆さんが一生懸命つくっていただいた

ものを大事に、具現化に向けて、それぞれ

取り組んでいただけたらと思っております

ので、よろしくお願いします。 

様式第２号（第３条関係） 



 本日の議題については、お手元の次第の

とおりです。議題のうち情報連絡事項につ

いては、時間の都合上、説明を省略させて

いただきますので、ご了承ください。 

 それから、協議会の委員名や会議録など

については、区民の方へ公開することにな

っています。記録の関係上、ご発言の前に

団体名とお名前をおっしゃっていただくよ

うにお願いいたします。 

 それでは早速、報告事項に入っていきた

いと思います。 

 報告事項１、令和６年度学童保育室の入

室申請受付状況について、報告事項２、足

立区学童保育室整備計画の見直しについて

を江川住区推進課長から説明をお願いしま

す。 

（江川住区推進課長） 

 住区推進課長の江川でございます。 

 私からは、令和６年度学童保育室の入室

申請受付状況についてご報告をさせていた

だきます。 

 １ページをご覧ください。 

 令和５年 11月６日から 12月１日まで行

いました一斉受付期間中での状況をご報告

するものになっております。表の真ん中ぐ

らいになりますけれども、令和６年度の受

け入れ可能数につきましては、5,503名。

それに対しまして、申請者数は 5,911名と

いうことで、昨年度よりも 367名増加して

おります。また、超過数は 408名というふ

うになってございます。 

 ２ページご覧ください。 

 地域別の申請受付件数及び受付方法別の

件数につきましては、記載のとおりでござ

います。 

 令和６年度に向けましては、昨年に比

べ、申請者数が受け入れ可能数を大きく上

回る、そうした状況が見られております。

こうした状況を踏まえまして、３ページで

ございますけれども、足立区学童保育室整

備計画の見直しを行いましたので、ご報告

をさせていただきます。 

 項番１、整備計画の更新でございます

が、待機児童解消目標時期をこれまでの令

和６年９月末時点から令和７年４月１日時

点に改めさせていただいております。 

 また、整備予定地域でございますけれど

も、学童保育室が不足する全ての地区に学

童保育室を整備する方針を立てさせていた

だきました。整備の手法としましては、

ア、イ、ウ、三つございまして、隣接学童

保育室の誘致、校内学童保育室の検討、区

有地の活用、この三つを記載させていただ

いております。 

 項番２ですが、令和７年４月１日に向け

まして、公募をする整備地区について記載

をさせていただいております。具体的な地

域につきましては、４ページでございます

が、１次募集としまして、12地区 14カ

所。これは令和７年度につきまして、超過

見込み数が多いところから、こういった形

でさせていただいているところでございま

す。それから、２次募集として、11区 11

カ所。第１次募集、第２次募集を合わせま

して、計 23地区 25カ所で整備をするとい

う方針を立てさせていただいております。

今後の予定につきましては、５ページのほ

うに記載をさせていただいております。以

上となります。 

（菱沼会長） 

 ありがとうございます。続きまして、報

告事項３、『足立区地域保健福祉計画』素

案及び計画策定に係るパブリックコメント

の実施についてを近藤福祉管理課長から説

明をお願いします。 

（近藤福祉管理課長） 



 ６ページをお開きください。 

 『足立区地域保健福祉計画』素案、計画

策定に係るパブリックコメントについてで

ございます。 

 地域保健福祉計画の案について、3月 25

日からパブリックコメントを開始いたしま

した。4月 24日の水曜日まで実施しており

ますので、皆様方からご意見を頂戴できれ

ばと思います。どうぞよろしくお願いいた

します。簡単ではございますが、私からは

以上でございます。 

（菱沼会長） 

 ありがとうございます。今、受付をして

いるということなので、ぜひ多くの方にお

伝えいただきたいと思うので、よろしくお

願いします。 

 続きまして、報告事項４、足立区障がい

者計画・第７期障がい福祉計画・第３期障

がい児福祉計画（案）についてを日吉障が

い福祉課長から説明をお願いします。 

（日吉障がい福祉課長） 

 障がい福祉課長の日吉です。よろしくお

願いいたします。 

 こちら障がい部門で計画を３本、今回策

定することになりました。足立区障がい者

計画と第７期障がい福祉計画と第３期障が

い児福祉計画、こちらの３本を策定をして

おりましたが、12月 15日から１月 15日ま

で、パブリックコメントを実施させていた

だきまして、頂いた意見、そちらのほうで

寄せられた意見も反映をしたものとして、

今回、添付の別添として計画のほうを付け

させていただいております。 

 こちら、計画の主な内容は、この１番の

表にあるとおり、６章立てになってござい

ます。具体的な内容については、別添の資

料のほうをご覧いただければと思います。 

 今後については、今日、ここで報告をさ

せていただくのを最後として、本計画とし

て４月以降、この計画に沿って様々な事業

のを進めていきたいと考えております。 

 私からは以上です。 

（菱沼会長） 

 ありがとうございました。 

 続きまして、報告事項の５、新型コロナ

ウイルスワクチン接種事業の進捗状況につ

いてを片岡新型コロナウイルスワクチン接

種担当課長から説明をお願いします。 

（片岡新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ接種担当課長） 

 片岡です。よろしくお願いいたします。 

 資料９ページをお願いいたします。 

 ９ページの一番上です。１点目、令和５

年秋開始接種の状況でございます。この特

例臨時接種につきましては、年度末で終了

となります。65歳以上の方、高齢者、約 58

パーセントの方が接種をいただいておりま

す。全体でいいますと、23パーセント程度

の方が接種をいただいたというような状況

です。足立区の接種率、東京都、全国と比

較しても高い接種率となってございます。

また、23区の中でも、接種率、接種数とも

一番高い数値になってございます。足立区

医師会を中心とした区内の医療機関様のご

協力によるものでございます。ありがとう

ございます。 

 ２番でございます。令和６年度以降の接

種について、これまで国から示されている

内容でございます。 

 （１）にあるとおり、コロナ感染症を予

防接種法上のＢ類疾病と位置付けて、予防

接種法に基づく定期接種として実施をする

と。（２）対象者ですが、季節性インフル

エンザと同じように 65歳以上の方、または

60歳以上 65歳未満の方で一定程度の障が

いを有する方、この対象者の方について、

（３）年１回の接種を秋冬に実施するとい



うような内容でございます。 

 この１から３までをまるっと言うと、

今、実施をしている高齢者のインフルエン

ザの定期接種とほぼ同じ仕組みで実施をす

るというような状況でございます。 

 （３）が、国から秋開始接種での標準的

な接種費用ということで、これまで示され

ておりました 7,000円を標準的な接種費用

とするということでございます。 

 区といたしましては、接種費用につきま

しては、区のほうで負担をさせていただい

て、定期接種の対象者の方は、自己負担な

く接種できるようにということで準備を進

めております。 

 直近で、新しく国のほうから、また情報

が出てまいりました。標準的な接種費用に

ついては、もう少し金額が上がる。ただ、

その上がった分につきましては、国のほう

で助成をするというようなことを聞いてご

ざいます。いずれにいたしましても、対象

者の方が自己負担なく接種ができるように

準備のほうは進めてまいりたいと思ってお

ります。この辺は、また新しい情報があり

ましたら、こういった会を通じて、ご報告

のほうをさせていただきます。 

 次のページ、予防接種後健康被害救済制

度の運用状況ということで、予防接種を受

けた後に健康被害が生じた場合、厚生労働

大臣がその被害を認定したときに給付が行

われるという制度がございます。 

 区といたしましては、対象者の方から申

請書の提出を受けて、提出する資料を作成

するために足立区医師会様のほうともご協

力いただいて、予防接種健康被害調査委員

会を開催した上で、東京都を経由して申請

書を出しているというような流れでござい

ます。 

 表２の一番下にあるとおり、そうした委

員会をこれまで資料作成段階で９回実施を

させていただいていて、①というのが医療

費、医療手当に関する申請なのですけれど

も、こちらについては 40件、国のほうに申

請をさせていただいていて、21件が認定、

８件が認められなかったもの、審査中のも

のが 10件、返戻として戻ってきたものが１

件というような状況でございます。②につ

きましては、死亡に関する申請でございま

す。こちらについては、６件の申請のうち

１件が認定、２件が否認、審査中のものが

３件というような状況でございます。 

 こちら、昨日、この委員会をもう一度開

催いたしました。計 10回。昨日の段階で、

１件の申請を審査したという状況になりま

すので、申請件数についても、プラス１と

いうような状況になってございます。 

 私からは以上です。 

（菱沼会長） 

 ありがとうございます。 

 続きまして、報告事項６、足立区におけ

る新型コロナウイルス感染症発生状況等に

ついてを、稲垣感染症対策課長から説明を

お願いします。 

（稲垣感染症対策課長） 

 感染症対策課、稲垣でございます。よろ

しくお願いいたします。 

 報告事項、３件でございます。 

 １件目が発生状況等についてでございま

す。お手元の資料 11ページでございます

が、中ほどの表に書いてございますが、都

内指定 20機関からの報告数でございます。

区内の医療機関を東京都が指定しておりま

して、20カ所から新型コロナウイルス感染

症の患者さんの数を１週間単位でご報告い

ただくという制度でございます。ここに記

載は、第８週で区内 19の医療機関から 117

件の報告、１医療機関あたり 6.16、東京都



で 5.3という報告になっております。これ

については直近の数字、手元にございます

ので、ご紹介させていただきます。これに

ついては、第 11週、３月 11日から 17週

で、区内では 3.95、東京都が 3.70という

数字で、低い水準で推移しているところで

ございます。 

 ここに書いてあるグラフにつきまして

は、青い破線が東京都、赤い実線が足立区

で、２年前の第８波からの連続グラフでご

ざいます。第８波については、報告数が１

週間あたり 20ぐらいでピークオフしたと。

今回、第 10波については、12ぐらいのと

ころでピークオフして、現在、低い水準で

推移しております。 

 12ページでございます。 

 内容でございますが、20代、30代、40

代、50代といった活動性の高い世代で患者

さんの報告が多うございます。 

 続いて、２番、抗原検査キット購入費用

補助事業の状況でございます。新型コロナ

ウイルス感染症の５類移行に伴いまして、

感染への早期対応、不安払拭、そして医療

機関の逼迫回避のために、令和５年５月８

日から、区民が抗原検査キットを廉価で買

えるように補助事業を実施してまいりまし

た。対象は、当初は高齢者でございました

が、６歳以上の区民で、実施期間として、

５月８日から３月 17日まで実施いたしまし

た。新しく薬剤師会のご協力をいただきま

して、３月４日現在で 109の薬局で取り扱

いをいたしました。１月末までの累計が出

ておりまして、２万 737個の購入をしてい

ただいたという状況でございます。 

 13ページにまいりまして、三つ目の報告

でございます。 

 新型コロナの５類移行に伴いまして、令

和６年度の平時への復帰をめどに目指して

移行事業を東京都、国、あるいは足立区の

ほうで実施しておりました。その移行事業

の状況で、支援策の段階的な移行でござい

ます。 

 （１）国の方針で３月 31日まで実施とい

うことで、アで治療薬、入院医療費の公費

負担、こういった形で、保険区分に基づい

て自己負担が 3,000円、6,000円、9,000

円。そして、高額医療費の制度を使って、

入院医療費の１万円減額といった制度が３

月いっぱいまで実施されているというとこ

ろでございます。 

 また、イについては、福祉施設の福祉職

員に対する集中的検査について、国の方針

を踏まえて、こういった施設への検査に対

して補助事業等をやっていたわけでござい

ますが、これについても、３月で終了する

ということでございます。 

 また、（２）として、区独自事業で３月

31日まで実施する事業でございます。アの

休日応急診療所へのＰＣＲ検査体制でござ

います。これについては、需要が少なかっ

たので 10月から休止しておりましたが、３

月で正式に終了いたします。また、イの高

齢者施設障がい者等におけるＰＣＲ検査の

費用助成、あるいはウの在宅要介護者の入

院受け入れ整備、これについても、３月い

っぱいで終了でございます。 

 （３）区独自事業で、当面の間、継続す

る事業でございます。私たち保健所のほう

でやっております発熱電話相談につきまし

ては、実施規模を縮小いたしますが、４月

以降も継続して実施してまいります。 

 私からの報告は以上でございます。 

（菱沼会長） 

 ありがとうございました。 

 続きまして、報告事項７、特定教育・保

育施設（私立幼稚園）の利用定員の確認に



ついてを安部子ども政策課長から説明をお

願いします。 

（安部子ども政策課長） 

 子ども政策課長の安部でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 恐れ入ります、本日、机上配付をさせて

いただいております右上に報告事項７と書

かれているＡ４、１枚の資料をご用意いた

だけますでしょうか。件名につきまして

は、特定教育・保育施設（私立幼稚園）の

利用定員の確認についてでございます。 

 平成 27年度から開始されました子ども・

子育て支援新制度におきまして、私立幼稚

園につきましては、各園の判断で、新制度

に移行した園と、していない園に分かれて

おります。例年、新制度に移行する園が数

園ございまして、この時期に同様の報告を

させていただいておりますが、令和６年４

月から、福寿院幼稚園、１園が新制度への

移行を希望しているところでございます。 

 新制度の移行にあたりましては、利用定

員を定める際に、子ども支援専門部会にお

いて意見を伺う必要がございまして、先

日、実施した専門部会においてご審議いた

だきましたので、その結果をご報告させて

いただくものでございます。 

 項番１の園の状況でございます。資料の

裏面に、園の所在地であるとか定員等、記

載をしてございますので、ご確認いただき

ますようお願いいたします。 

 続いて、２番の審議結果でございます。

利用定員を定めるにあたりまして、あらか

じめ新制度移行に必要な職員配置や面積基

準等を区の方で確認しておりまして、令和

６年４月１日から新制度に移行することに

つきまして、当部会において承認をいただ

いたところでございます。 

 私からの説明は以上です。 

（菱沼会長） 

 ありがとうございました。 

 続きまして、報告事項の８、足立区待機

児童解消アクション･プランの改定について

を蜂谷私立保育園課長から説明をお願いし

ます。 

（蜂谷私立保育園課長） 

 私立保育園課長の蜂谷でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 本編資料にお戻りいただきまして、16ペ

ージ、お開きください。 

 私からは、足立区待機児童解消アクショ

ン･プランの改定について報告をさせていた

だきます。こちらの待機児解消につきまし

ては、保育園の待機児解消になってござい

まして、ご案内のとおり、保育園につきま

しては、令和３年度に待機児０を達成した

ところでございます。令和５年度におきま

しても待機児０ということで、このアクシ

ョン・プランにおきましては、待機児の解

消を継続するという意味合いのもと、改定

をしたものでございます。 

 16ページの１番にございます表をご覧く

ださい。こちらのほうに保育需要数と保育

定員数をお示ししてございます。昨年４月

のものと今度の４月のものを対比してござ

いますけれども、ほぼ保育需要数も横ば

い、定員数も横ばいということで、需要数

は十分賄える、今、定員を確保できている

といった状況でございます。 

 続きまして、２番のところ、待機児童０

の継続と定員の空き対策ということで、こ

ちら、待機児対策が充足した一方で、私立

の保育施設のほうの空きが目立っておりま

した。この対策として講じている内容でご

ざいます。私立のほうの施設に入所者を促

すために、区立保育園のほうの入所定員の

抑制をしてまいりました。私立のほうの空



き状況が改善に向かっておりますので、抑

制数につきましても見直しを図りまして、

トータルで 361という形で下方修正したも

のでございます。及び（２）番のところ

で、市立保育施設の定員変更ということ

で、定員の規模を縮小という形で見直しを

図ってまいりました。また、小規模保育、

家庭的保育につきましても、利用促進を図

っているところでございます。 

 17ページ、３番のところなのですけれど

も、年度途中の待機児の対応ということで

ございます。年度当初は、待機児解消して

いるものの、年度途中は、まだまだ保育園

に入れないお子さんが一定数いらっしゃい

ます。今年度、令和５年度におきまして

も、10月１日現在で 50名のお子様が待機

になってございます。この対策としまし

て、18ページの（２）のところでございま

すが、ア、イ、ウということで、それぞれ

の対策を今、講じているところでございま

す。また、これにつきましては、実施結果

のほう出ましたら報告をさせていただきた

いと思っております。 

 私は以上になります。 

（菱沼会長） 

 ありがとうございました。 

 報告事項は以上となります。あらかじめ

質問を出されている方はいらっしゃいます

でしょうか。 

（近藤福祉管理課長） 

 １件ございます。佐藤奈緒委員のご質問

を読み上げさせていただきます。 

 特別支援学級を希望している方から、学

校が抽選で決まる前に、学童保育室の申し

込み期間、受付期間があり困っているとお

聞きしました。学校が決まってから学童保

育室の申し込みができるよう配慮はされて

いないのでしょうか。要は、学校が決定す

る前に学童保育のほうが先に申し込みをさ

れるというような内容だと思います。 

 以上でございます。 

（菱沼会長） 

 ありがとうございます。では、質問に対

する答弁をお願いします。 

（江川住区推進課長） 

 住区推進課長の江川でございます。ご質

問ありがとうございます。 

 現状ですけれども、特別支援学級を希望

されている方が、例えば抽選になった場合

は、12月の中旬ぐらいに決まるというよう

なことを聞いてございます。学童の申込受

付期間は、確かに 11月から 12月初旬とい

うふうになっておりますので、その時点で

は、まだ学校が決まっていない状態となっ

ております。 

 こうした方などへの配慮としましては、

希望室変更届という制度をご用意しており

まして、１月末までに、その届け出を提出

していただくように、申請案内のほうに記

載をさせていただいているところでござい

ます。学童保育室の希望を、まずは受付期

間中に一度提出をしていただき、何かしら

のご事情で学童保育室の希望を変える必要

性がある場合には、こちらの手続きをして

いただくことで、変更後の学童保育室のほ

うで入室審査をさせていただいて、承認等

の通知を出させていただいているという状

況でございます。 

（佐藤奈緒委員） 

 ありがとうございます。 

 変更はできるということですけれども、

先に学童の定員が埋まっていたら、もう変

更できないのではと思うのですけれども。

そういったところで、そもそも特別支援学

級が抽選だというのが、ちょっとシビアな

状況だと思っています。特別支援学級は３



校に１校ぐらいしかないので、それぞれ学

校離れたところになってしまいますし、学

校が決まる前に、学童もどこにするかを働

いているお母さん、時間がない中で、あっ

ちもこっちもそっちも見学行って考えなけ

ればいけないというのも、とても大変なよ

うでして。申し込み後に変更を受け付けま

すというのは分かるのですけれども、変更

をした場合に、ちゃんと希望した学童に入

れるのかなという心配が、幼児のお母さん

たちはあるんじゃないかと思います。 

 普通は小学校１年生については、ほぼほ

ぼ希望どおりの学童に入れると聞いている

のですけれども、変更届でちゃんと入れる

ように対応されているのでしょうか。もう

１回聞いてもいいですか。 

（江川住区推進課長） 

 先ほどの説明が不十分で申し訳ございま

せんでした。 

 まず、１月末までに変更届というものを

出していただきますと、皆さんと同じ土俵

の中で入室審査をさせていただくような形

になりますので、その時点で学童保育室が

決まっているということではございませ

ん。ですので、変更届を１月末までに出し

ていただければ、働き方の点数によって、

入れるかどうかというところは決まってし

まいますけれども、同じ土俵の中で審査を

させていただいて、２月の中旬ぐらいに結

果の承認を出させていただいているという

状況になります。 

（佐藤奈緒委員） 

 ありがとうございます。 

 そしたら、どの方も全員、２月中旬ぐら

いにお返事が来ている感じなのでしょうか

ね、学童さんについては。 

（江川住区推進課長） 

 一斉受け付けをさせていただいた方につ

きましては、皆様、同じ２月中旬ぐらいに

発送させていただいております。 

（佐藤奈緒委員） 

分かりました。ありがとうございます。 

 幼児の方から、とても心配だというお声

がありましたので確認させていただきまし

た。これから、小学校や学童とか決められ

る方が不安に思わないような制度の周知な

どをしっかりしていただければなと思いま

す。 

（菱沼会長） 

 ありがとうございます。 

 今のように制度、仕組みはあっても、な

かなかそれがご本人さんたちに届きにくい

ということもあったりするので。そういっ

たことも含めると、そこに関わっている支

援者の方々、例えば、保健師さんたちが療

育で支えてくれていたりするでしょうし。

とにかく支援者の方々も目配りして、必要

な情報をお伝えいただけるような形で、漏

れなくできるといいかと思いますので、ど

うぞよろしくお願いします。 

 あとは、その他、ご出席の皆さん方、い

かがでしょうか。 

（横田委員） 

 区議会議員の横田です。 

 まず、報告事項の 13ページ。コロナ感染

拡大が、まだ繰り返される可能性があると

いう状況の中で、少し収まってはきたとい

っても、今後もまた繰り返すことになるか

と思います。 

 区内の介護障がい施設でも、区のほうに

報告があっただけで、介護施設では１月に

145名、２月に 161名、障がい者施設で

も、２月に１施設で 14名が出たという報告

がありますけれども。高齢者、障がい者施

設でのＰＣＲ検査の費用助成がここでなく

なるということは、本当に施設に大きな負



担が生じるというふうに思います。東京都

でも終了するわけですから、せめて足立区

では継続してほしいという希望です。 

それから、足立区地域保健福祉計画の 86

ページ、困窮者対策の関連事業のところで

社会福祉協議会の生活福祉資金貸付事業な

どを挙げておりますけれども、区にも応急

小口資金というものがあり、災害や病気、

例えば急にエアコンが壊れたときに貸し付

ける制度があるわけで、こちらも位置付け

てほしいです。 

（菱沼会長） 

 ありがとうございます。 

 では、２点頂きましたけれども、まず１

点目からお願いします。 

（小口介護保険課長） 

 介護保険課長、小口でございます。 

 １点目の介護障がいのＰＣＲ検査の費用

補助を継続してほしいというお話でござい

ます。こちらにつきましては、来年度４月

から介護報酬の改定が行われます。これは

感染症対策や物価高騰対策を踏まえた報酬

改定が行われる予定でございますので、現

時点では、このＰＣＲ検査の費用補助を継

続するということは、今のところ考えてご

ざいません。以上でございます。 

（近藤福祉管理課長） 

 ２点目、よろしいでしょうか。福祉管理

課長でございます。 

 応急小口資金ですが、応急小口資金に関

しましては、目的別でという性質を持って

おります。今、お話がありました例えばエ

アコンとか就学の資金、そういうような形

でお金をお貸ししているものです。基本的

に生活費をお貸ししているものではないの

で、こちらの方には記載はしていないとい

うような状況でございます。 

（横田委員） 

 介護報酬は、皆さんご存じのように、

1.59パーセント報酬が上がるということで

すけれども、緊急時に、コロナが感染して

例えばクラスターになってしまうとか、そ

ういった状況になると、急に大きな費用が

出ていくという対応になってくると思いま

すので、ぜひご検討をお願いしたいなとい

うふうに思いました。 

 それから、応急小口資金は、そういう仕

分けであれば了解はいたしましたけれど

も、知られていない現状があるので周知を

お願いしたいです。また、制度に少し使い

にくい部分もありますので、対応をどうぞ

よろしくお願いいたします。 

（菱沼会長） 

 ありがとうございました。 

 今のところでいくと、いろいろ変更する

ときに、そこでいろいろな支障が生じるか

もしれないので、とにかくそういったこと

の目配りを現場の方々にしていただくとい

うことで、フォローしていただけるといい

かなと思います。 

 あとは、今の応急小口のことについて

も、ぜひ支援者の方々に知っていただくと

いうところが、まずは大事なのかなと思い

ますので、これまでにもいろいろやってく

ださっているかと思いますけれども、改め

て、支援者の方がこういったものがあるの

だということを知っていただくというとこ

ろから取り組んでもらえたらと思いますの

で、よろしくお願いします。 

 その他は、いかがでしょうか。よろしい

ですか。 

 そうしましたら、進めさせていただきま

す。情報連絡事項になります。これは先ほ

ど説明しましたとおり、説明は省略をさせ

ていただきます。 

 あらかじめ質問を出されている方は、い



らっしゃいますでしょうか。 

（近藤福祉管理課長） 

 事前にいただいている質問はございませ

ん。 

（菱沼会長） 

 そうしましたら、ご参加の皆さん方か

ら、ご意見、ご質問等ございましたらお願

いします。 

（横田委員） 

 足立区感染症予防計画の 29ページ、新型

コロナ感染拡大の当初、電話をしても通じ

ないですとか、様々な問題点があったわけ

ですね。保健所のほうも本当に人手が足り

なくて、他部署からたくさんの応援を引い

たりとか、保健師や会計年度任用職員の増

員をしたりと、ご苦労されて乗り切って、

ここまで来られたという、本当に感謝して

おります。 

 この計画の中では、そういった体制のこ

とも書いてありますけれども、普段から保

健師や会計年度任用職員の増員をこういっ

たときのために、ある程度の一定の余裕の

ある対応ができるよう、職員を計画的に入

れておいていただいて、いざというときに

体制を整えてほしいと思いました。 

（稲垣感染症対策課長） 

 感染症対策課長でございます。ご意見あ

りがとうございます。 

 感染症予防計画における保健所の発生時

の人員体制についてでございますが、今回

のパブリックコメントの中でも、将来の発

生に備えて保健師等の増員についてという

ご意見をパブリックコメントへのお返事で

も頂いているところでございます。44ペー

ジでございます。 

 そこのところで、区の考え方としてお返

事をまとめているわけでございますが、新

型コロナの流行以降、保健師の増員をして

おり、平時から感染症予防に係る事業に、

業務に取り組んでおりますというお返事を

今回させていただいております。 

 今回の感染症予防計画は、決して新型コ

ロナをもう１回という話ではなくて、将来

にどんな感染症が来るか分からないけれど

も、それに備えておこうという計画でござ

いますが、なにぶん、ある程度の相当する

対応を考えませんと計画もできないという

ことで、今回の新型コロナの流行状況等を

想定したような人員体制計画を盛り込んで

いるところでございます。もちろん新たに

発生した感染症の性状、あるいは規模等に

応じて、そのときに対応できるような体制

をとっていくという考え方でございます。 

（菱沼会長） 

ありがとうございます。他にいかがです

か。 

（宮本委員） 

中学校ＰＴＡ連合会の宮本です。 

 先ほど、手をつなぐ親の会の佐藤委員が

質問された件で、１点気になったことがあ

ったので、お話しさせていただきたいと思

います。 

 特別支援学級に行かれるお子さんの場

合、例えば、ご兄弟も実は特別支援学級を

望む場合があったり、必要性があったり、

あるいは保護者が実は障がいがあるなどの

例も聞いてございます。先ほど、申し込み

期間は、ほぼ一緒というお話だったのです

けれども、場合によっては、上乗せの支援

が必要ではないかという部分を感じている

ことが過去の私のＰＴＡ経験であります。 

 例えば、そこにスクールソーシャルワー

カーとかスクールカウンセラー、あるいは

民生児童委員の方を挟み込ませてとか、上

乗せの支援に関する施策についてもしお考

えがあれば、お聞かせ願いたいと思いま



す。よろしくお願いします。 

（橋本こども支援センターげんき所長） 

 こども支援センターげんき所長の橋本で

す。特別支援学級を所管しておりますの

で、お答えさせていただきます。 

 要するに、学校生活の中で支援が必要な

お子様に対する上乗せといいますか、追加

的な支援ということ、広くそういう考え

方、げんきのほうでも、例えばスクールア

シスタントという、かつて介助員といって

おりましたけれども、そういうこと、ご申

請いただくことによって、そういう学校生

活の面ですけれども、学習支援ではないで

すけれども、そういったところをアシスタ

ントをつけて一定の補助をするですとか。 

 あと、相談的なところでいいますと、ス

クールカウンセラーですとか、そういった

ところも日常的には対応しておりますの

で、いわば、そういういろいろな役割を持

った人たちが総合的に対応していく中で、

追加的といいますか、重層的に支援に関わ

っているというところが現状でございま

す。 

 ただ、一人一人、個別に状況があります

ので、そこは、その状況に応じた丁寧な対

応に今後とも努めてまいりたいと考えてお

ります。 

（宮本委員） 

 ありがとうございます。 

（菱沼会長） 

 ありがとうございます。 

 今のご質問の趣旨は、そういったサポー

トを必要とする世帯があったときに、そこ

に対する、こちらからアウトリーチも働き

かけが必要なのじゃないだろうかというと

ころも含まれているかと思うのですよね。 

 そうすると、スクールソーシャルワーカ

ーの方から家庭に働きかけをしていく。ま

たは、そこで子ども家庭支援センターとか

保健師さんとかとチームを組んで、その家

庭が必要な支援を利用することができるよ

うにということでね。相談する力がなけれ

ば、サービスを利用できない人たちも多く

いらっしゃるということに関係しているか

と思うので、ぜひそこを必要なサポートに

つながるように、どうぞよろしくお願いし

ます。その他は、いかがですか。 

（佐藤和義委員） 

些末なところになるかと思いますが、足

立区の高齢者、孤立死データ分析結果とい

うのは、非常に私にとってはショッキング

というか、大きな数字だったので、びっく

りしました。足立区ぐらい大きいと、この

ぐらいの数の孤立死が生じているのだなと

いうことを改めて勉強する資料になってい

ます。これについては、この結果を基にど

のような政策に反映させていくようなこと

があったのでしょうか。教えてください。 

（五十嵐絆づくり担当部長） 

 絆づくり担当部長です。 

 全体を通して、過去からの傾向もそうで

すけれども、夏と冬に孤立死が増えている

というような傾向が見てとれますので、夏

の熱中症の予防ですとか冬のヒートショッ

クの予防、そういったものを地域の方々に

パトロールをお願いしたりとか、地域包括

支援センターがお知らせを配ったりとか、

そういったことで周知をしていきたいとい

うふうに考えております。 

（佐藤和義委員） 

 アメリカの研究ですと、すごく暑いとき

に、こういうときは自分の家に閉じこもる

ことが一番安全だという考え方をしている

人が一番危ないというふうな。もしくは、

外に出る手段を持たないような高齢者に、

そういう被害が出やすいという研究結果も



あったりしますので、いろいろな形で、冷

房をうまく、エアコンを使いながら体温調

整して、快適な場所で過ごしてほしいなと

いうふうに願っております。どうぞよろし

くお願いします。 

（菱沼会長） 

 ありがとうございます。 

 今のところに関連して、私もこれ一つ、

もし分かったら教えていただきたいなと思

っていたことがあったのですけれども。 

 全国の調査の中でいくと、男性と女性で

孤独死する年齢層が違うということで、男

性は 60後半から 70代前半がピークになっ

ていて、女性は 80代がピークが来るのです

よね。実際分析されている中で、足立区は

どんな状況なのか、もし分かれば教えてい

ただきたいなとは思っていたところなので

すけれども。その点は何かデータあります

でしょうか。 

（五十嵐絆づくり担当部長） 

 年齢別は、今、手元にデータがございま

せん。申し訳ございません。来年に向け

て、孤立死した方の年齢とか、経年変化も

見ていきたいと考えております。 

（菱沼会長） 

 ありがとうございます。 

 これ、とても詳細な分析されてくださっ

ているので、ぜひ多くの区民の方に知って

いただけるといいかと思いますよね。 

 男性の方々が退職されて、地域のつなが

りがないという中で、病気がちだったりし

たときにリスクが高まってくる。また、女

性は外出が困難になってきたときに、そう

いったリスクが高まってくるということも

考えられるので、先生、おっしゃってくだ

さったように、この結果からどういうアプ

ローチをするのか、現場の方々、ぜひ考え

ていってもらえたらと思うので、どうぞよ

ろしくお願いします。本当に貴重な分析あ

りがとうございます。 

 その他はいかがでしょうか。 

（山下委員） 

 足立区医師会の山下です。 

 今の件ですけれども、これ、０日目、あ

るいは発見者が保健福祉関係者というの

は、もう既に訪問診療とか、独居であって

も在宅で最期まで過ごしたいという方が含

まれているんじゃないのですかね。そうす

ると、最近では、独居であっても最後まで

家に過ごすという人も、少ないですけれど

も、いらっしゃいますので、発見日数０日

目とか、保健福祉関係者、大体これで見る

と、21パーセントですから５人に１人、こ

れは統計から除くべきじゃないかというふ

うにも感じるのですけれども、その点はい

かがなのでしょうか。 

（五十嵐絆づくり担当部長） 

 発見の日数を短くするというのは、地域

の皆さんのお力を借りてできることだと思

っています。孤立の恐れのある方について

は、必要な介護保険のサービスですとか、

あるいは地域での居場所とか、そういうと

ころにつなげておりますので、サービスに

つなげた結果、そういった保健福祉関係者

の方が定期的に訪問して発見に至るという

ことは、望ましい形なのかなというふうに

は思っております。そういった形でどんど

ん続けていきたいと思っております。 

（山下委員） 

 ありがとうございます。 

 そういう意味ではなくて、これ定義が単

身者の自宅での死亡。これ全て含まれる

と、予測された死亡ですね。最期まで家で

過ごしたいという方も含まれてしまうんじ

ゃないかと。われわれがイメージする、知

らないうちに亡くなってしまった、周りか



ら孤立して死んでしまったというのではな

くて、疾病で最後まで訪問診療や訪問看

護、あるいは訪問介護が入りながら、予測

されたし、本人も、そこでそうなることを

望んで亡くなった方も含まれているのでは

ないかということをお尋ねしたのです。 

（五十嵐絆づくり担当部長） 

 失礼しました。 

（山下委員） 

 発見日数が０日目になる可能性が高いで

すからね。 

（五十嵐絆づくり担当部長） 

 全てこのデータが東京都の監察医務院か

ら来たものの集計ですので、不自然死、警

察の検案依頼によって監察医務院が検視し

たものとなっておりますので、先生のおっ

しゃっている部分が入っているか、なかな

か難しいところかなと思っています。 

（山下委員） 

 ありがとうございました。 

（菱沼会長） 

 ありがとうございます。 

 今のお話の中で、東京都監察医務院が出

しているデータって、異常死として出たも

のが多分分析されているかと思うのですよ

ね。これは異常死としてカウントされたも

のが、孤立死ということで出ているという

理解でよろしかったですか。 

（五十嵐絆づくり担当部長） 

 そうです。不自然死。監察医務のデータ

を集計しているものでございます。 

（菱沼会長） 

 ありがとうございます。 

 ２ページのデータ出典というところがあ

りますので、その辺りのどういうデータな

のかということの説明は、もうちょっと書

いていただいていたほうが、見る方が混乱

しないかと思いますので、よろしくお願い

します。 

 あと、今のお話の中でいくと、地域によ

っては、孤立死と孤独死を使い分けている

ところがあるのですね。要は、いろいろな

人との関係性があった中で、たまたま亡く

なった場合には、孤立死じゃなくて孤独死

というふうにしていたりする地域がありま

すし、北九州市とかは、それを独居死と言

っているのですね。いろいろな関係性があ

る中で、１人で亡くなったときは独居死。

でも、生前から全く関係がなくて、人との

接点が非常に弱かった方が亡くなった場合

には、孤立死というふうにされているの

で、言葉の使い方も今後、整理して、使い

分けをしていただけるといいのかなと思い

ます。地域の方が頑張って見守りをしてい

るのに、孤立が起きてしまったと取られて

しまうと気の毒なところもあるので、ご検

討いただけたらと思います。今のところ、

大事なところありがとうございました。 

 その他はいかがですか。 

（酒井委員） 

 委員の酒井です。 

 地域保健福祉計画案の 28ページのところ

に、地域福祉に関わるアンケートが出てい

ます。このアンケートは、支援ニーズを把

握するために実施されたということが出て

いるのですけれども。具体的に、その後に

様々な政策が書かれていますが、どのよう

な連携といったらいいか、つながりの中

で、アンケート結果というものが政策に生

かされているのか、そのつながりについて

若干お教えいただければというふうに思い

ました。 

（近藤福祉管理課長） 

 福祉管理課長です。つながりというの

は、逆に質問してすいません。 

（酒井委員） 



 例えば、このアンケートの中に、普段、

どういう日常、日頃活動されていますかみ

たいなのが出ているのですけれども。例え

ば、32ページのところには、質問４という

ものがありまして、困難事例にあったとき

に、どういうような団体や専門職との連携

を強めていきたいというふうに出ているの

ですけれども。実際にどういう具体的な困

難事例があって、そこからどういう政策な

りを作っていく、あるいはつなげていく

と。そういったものが、どういうふうに政

策のほうにつながっていくのか。アンケー

トの具体的な中身というものが見えないも

のですから、政策との連携について、取り

上げて組み立てていく何かの方法なりがあ

るのか、お教えいただければと思います。 

（大北福祉管理課地域保健福祉計画・重層

的支援体制整備担当係長） 

 ありがとうございます。地域保健福祉計

画を担当しております福祉管理課の大北と

申します。 

 今回、このアンケートで 1,800件ほどご

回答頂きまして、分野、内容問わず、ここ

に報告書は別途まとめておるのですけれど

も、高齢分野、障がい分野、子ども子育て

分野、生活困窮分野、もしくは、どの制度

にも当てはまらないような分野、様々な意

見を頂きました。 

 ただ、今回どういう政策をもって地域保

健福祉を推進していくかというときに、計

画の 46ページ、47ページをもしお開きい

ただければと思いますけれども。今、申し

上げました、それぞれ様々な分野、保健衛

生、福祉、生活困窮、そういったところに

関わる政策を重点政策として、様々な課題

や潜在的ニーズに寄り添って支援していく

ための重層的支援体制の整備と。重点政策

を１本掲げまして、その政策を推進するこ

とで、これだけ幅広い政策①から⑥の、そ

れぞれも今も推進している部分、分野につ

きまして、重点政策を推進することで、組

織、分野横断的に対応していって、推進し

ていって、足立区でまだまだ支援につなが

っていなかったり、見えていなかったり、

そういったニーズに対して支援していくと

いうところで、重点政策を設定するため

に、今回、アンケート。あとは、同じとこ

ろで書かせていただいている地域懇談会な

どで頂いた意見を重点施策と政策体系に生

かさせていただいたといいますか、エッセ

ンスを加えさせていただいて、足立区の地

域保健福祉の推進という柱に掲げさせてい

ただきました。 

 あまり説明になっておりませんが、以上

になります。 

（酒井委員） 

 すいません、私の質問が非常に分かりづ

らかったと思うのですが、つまりアンケー

トの中で出てきた様々な課題や、どうにか

したいという点が、政策の中で、何らかの

解決策なり仕組みがあるのだなと。そうい

う何かヒントなりが見えるような広報をし

ていただけると、アンケートと、いわゆる

出来上がった施策のつながりが見えてくる

かと思いましたので、こういった具体的な

アンケートの結果も、若干事例的なものを

含めても出ていると分かりやすいかなとい

うふうに思いました。特に今後、もし可能

であればという意見ですので。以上です。 

（菱沼会長） 

 ありがとうございます。 

 今、頂いたご質問に関連してなのですけ

れども、どんな問題があるかということで

いくと、31ページのところですよね。ここ

に対応困難な事例としては、どんなものが

あったのかということで、認知症とか経済



的な困窮とか孤立とか、いろいろあります

よね。具体的な例示としてが、33ページに

具体的な事例でありますよね。8050問題で

高齢の親が引きこもりの子の身の回りの面

倒を見ているとかですね。あと、ヤングケ

アラー、ゴミ屋敷ありますけれども。こう

いったことに対応するために、今、国が進

めている重層的支援体制整備事業というも

のが、44ページ、45ページに入っているわ

けですよね。特に包括的な相談支援とあり

ますけれども、家族全体を支えていく、家

族支援、世帯支援をしていきましょう。ま

た、孤立しないように地域づくりに向けた

支援と相談支援を一体的に行っていきまし

ょうというようなことが掲げられているの

で。今、頂いたご質問を踏まえて、こうい

うことがあるので、こういった取り組みが

大事になってきて、足立区はこれに取り組

んでいくのだということが見えるような形

で、今後、概要版とかを作成していくこと

もあったりするでしょうし、住民説明会を

開くこともあるでしょうから、そのとき

に、今のご意見参考に考えていただけると

いいと思うので、よろしくお願いします。 

 その他はいかがでしょうか。 

（佐藤奈緒委員） 

 報告事項４について、障がい福祉計画の

分かりやすい版を今回初めて作成されると

いうことで、分かりやすい版について、ど

ういうものか、もう少し詳しく教えていた

だければと思います。どのぐらいのページ

数で、何部ぐらい配布されるのかとか。 

（日吉障がい福祉課長） 

 分かりやすい版というのは、大体こうい

った行政の計画の場合、概要版というもの

を作成することが多いかと思うのですけれ

ども、今回は障がいの計画ということで、

概要版よりも、言い方としては、さらに分

かりやすくじゃないですけれども、障がい

がある方が見ても、すぐに内容が分かるよ

うな形で、概要版よりも、より内容を簡潔

明瞭に記載した形のものを現在作成中で

す。今、内容について、最終的に詰めを行

っている段階ですので、計画の本体ととも

に出すように努力をしているところです。 

 部数については、一応今のところは、ス

タートとしては 1,000部作りまして、配布

をしていきたいと考えております。 

（佐藤奈緒委員） 

 1,000部ぐらいだと、会員全員に配ると

いうことはできないのだなと思いました。

ありがとうございます。 

（菱沼会長） 

 例えば概要版とかは、区のホームページ

にデータが掲載されるとかありますか。 

（日吉障がい福祉課長） 

 計画については、本体と分かりやすい版

も含めて、データはホームページに載せる

ようにしていきます。 

（菱沼会長） 

 配布部数少なくても、そういったものに

アクセスしていただくということでも補っ

てもらえたらと思うので、よろしくお願い

します。 

 その他はいかがでしょうか。皆さん、よ

ろしいですか。 

せっかくの機会なので、皆さん方が取り

組んでらっしゃることとか、何か情報共有

したいことがあれば、お話しいただいても

いいかと思いますけれども。特に当事者の

団体の方からお越しいただいている方々も

多くいらっしゃるので、これを機会に専門

職の方々とか、お伝えいただけることがあ

ればと思いますけれども、いかがでしょう

か。よろしいでしょうかね。 

（横田委員） 



 取り組みの充実のところで発言したいと

思います。高齢者の食事の提供を通じての

フレイル予防ということで、東京都でＴＯ

ＫＹＯ長寿ふれあい食堂推進事業というの

があります。足立区内でも、高齢者向けの

食事の提供を通じて交流をしているような

団体が幾つもあるのですね。ですので、こ

ういったことを東京都の事業をぜひ活用し

て充実させていってほしいというのがあり

ます。例えば、荒川区では２事業者がシニ

ア食堂を行っております。あとは、文京区

ではおもてなし食堂というのがありまし

て、町会の有志のメンバーで、一人暮らし

の方、親の帰りが遅い子どもや、また子育

て中のお母さんなど、幅広い人たちが参加

しているということです。目黒区では、16

年前から特別養護老人ホームなどで高齢者

の食事会ということを開催して、週１回か

ら２回、区内で６カ所、栄養士による食の

生活の指導なども行っているということで

す。奥多摩町では、地域包括支援センター

と自治会が連携して、生活館で一緒に高齢

者の方々と地域の方々がカレーを作って食

事会をするという活動が行われています。 

これらのことも参考に、東京都の事業が

ありますので、検討していただきたいと思

いました。 

（菱沼会長） 

 ありがとうございます。 

 今のご意見については、ご回答くださる

ところありますでしょうか。 

（中村明慶委員） 

 福祉部長の中村でございます。 

 今、ご意見頂いた都の事業、あることを

確認しております。実施するにあたって、

区の方も予算立てをしないとできないとい

うことがございますので、今後、そういっ

たシニア向けの食堂のような事業について

も広めていきたいという考えがございます

ので、少し検討させていただきまして、前

向きに検討していきたいというふうに考え

ております。 

（菱沼会長） 

 ありがとうございます。 

 区の事業だけでなくて、社会福祉法人さ

んの社会貢献事業として取り組んでくださ

っている地域もあるかと思いますので、

個々にはやってくださっている施設さんも

あるような気はしますので、そういうとこ

ろを含めて、区の方で目配りして検討して

もらえたらと思うので、よろしくお願いし

ます。その他はいかがですか。 

（片野委員） 

 女性団体連合会の片野でございます。 

 私、策定にも関わっていたのですが、地

域保健の計画に関して、これから、これを

どのように、先ほども出ていましたが、つ

ないでいくのか。支援が必要な方たちにつ

ないでいくのかという今後の計画のような

もの、出した後にどのような形でこれを浸

透させていくのかということの計画があり

ましたら、お聞かせいただきたいと思いま

す。 

（近藤福祉管理課長） 

 これにつきましては、来年度に実施計画

というのを策定してまいります。そちらで

具体的なものを入れていければと考えてお

ります。 

（片野委員） 

 私、一つお願いがありまして、先日、視

覚障がい者の方たちのＮＰＯのグループの

方とお話ししたときに、情報がすごく取る

のが難しい。視覚に障がいがあると、目か

らの情報が取れないので、会ってお話を聞

くのが一番だというお話があったのです

ね。ですので、そういうグループに対し



て、対面で説明する機会というものを多く

つくっていただければなと思います。こ

れ、要望でございます。 

（菱沼会長） 

 ありがとうございます。 

 今の計画の推進については、この冊子の

152ページが計画の推進に向けてというと

ころで、関連するところでありますよね。

地域によっては、推進委員会とか進行管理

委員会みたいなものを設けて、どのように

展開されているのかということを確認をす

る場面を設けているところもありますの

で、そういった手法も含めて検討していた

だけるといいかと思います。これは私から

の意見としても、よろしくお願いします。 

 その他は、いかがですか。 

（中村輝夫委員） 

 友愛クラブの中村です。 

障がい者週間記念事業について、資料 32

ページにもありますが、次回はもっと販売

するお店が増えてほしいと思います。 

それと、土日の開催の際は、他のイベン

トと一緒に行えるともっといいとありま

す。友愛クラブに話してくれれば、何か考

えてもいいなと思ったんですよ。 

（菱沼会長） 

 本当にこれ、大事なご意見だと思いま

す。ありがとうございます。 

 今の点につきましては、いかがですか。 

（山本障がい福祉センター所長） 

 障がい福祉センター所長、山本でござい

ます。ご質問ありがとうございます。 

 障がい者週間記念事業における販売店に

つきまして、おっしゃるとおりでございま

す。コロナ禍で出店控えていた後というこ

とで、今回は若干数が物足りないというと

ころがございましたけれども、令和６年 11

月、12月と、また実施する予定でございま

す。そちらはもう少し働きかけて、また場

所も増やしてやっていきたいと思います。 

 そして、２点目の他のイベントとの連携

なのですが、これ、障がい者週間記念事業

だけではなくて、全庁的な面でご要望等を

頂いておりますので、中心となっている所

管がイベント情報等、調整していると伺っ

ておりますので、タイアップできるものは

やっていきたいと思います。 

（中村輝夫委員） 

 ありがとうございます。 

 コロナもある程度収まったので、区から

手伝ってほしいと言えば、友愛クラブは嫌

だよなんて言いませんよ。一緒にやりまし

ょうよ。それが一番いいと思うのですよ。

そういう努力を続ければ、もっと障がい者

の方も安心して住める足立区になるんじゃ

ないですかね。以上です。 

（菱沼会長） 

 ありがとうございます。 

 以前から友愛クラブさんは、障がいを持

たれた方々と地域の方との接点をつくろう

ということで頑張ってくださっているわけ

ですよね。まさにこの場自体が、分野横断

的な場になっているので、ぜひここは一緒

にできるのじゃないだろうかというところ

から声かけをしていただけるといいですし

ね。おっしゃってくださっているように、

いろいろな催し物でつながっていただける

といいですよね。 

 また逆に、施設さんは、例えば、どうい

ったものをどれくらい作ることができる

か、あとは何日ぐらいまでに言ってもらえ

れば対応できるかみたいなものも、いろい

ろな方々に伝えていただけると、申し込み

はしやすくなるかもしれないなと今、聞い

ていて思いましたので、ぜひいい形で地域

とつながっていただけたらと思います。あ



りがとうございました。 

 あとは、その他、いかがですか。何かあ

りますか。よろしいでしょうか。 

 そうしましたら、いろいろご意見頂きま

して、ありがとうございました。またその

他、何か確認したいことがあれば、随時、

区の方々それぞれ、ご意見頂けたらと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、以上をもちまして、議事を終

わらせていただきます。 

 では、進行を事務局にお返しします。あ

りがとうございました。 

（近藤福祉管理課長） 

 ご審議いただきまして、ありがとうござ

いました。 

 お知らせがございます。委員の皆様の任

期でございますが、令和６年７月 23日まで

となっております。今回が今の委員の皆様

での最後の協議会ということになります。

２年間にわたりまして会議にご出席いただ

きまして、ありがとうございました。 

 専門部会を含みます次の協議会委員の選

出につきましては、４月以降に、事務局か

ら皆様が所属していらっしゃる関係団体に

ご連絡の上、調整をお願いする次第でござ

います。今後ともどうぞよろしくお願いい

たします。 

 なお、次回の協議会は、令和６年７月 31

日水曜日の開催を予定しております。よろ

しくお願いいたします。 

 本日、地下の駐車場をご利用いただいて

いる方は、駐車券のご用意がございますの

で、お帰りの際にお申し出ください。 

 それでは、以上をもちまして令和５年度

第４回足立区地域保健福祉協議会を終了い

たします。ありがとうございました。 

 

午後３時２０分閉会 

 

 

 


